
こども基本法の概要

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱
〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存の

３法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策
〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策
推進会議を設置

① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整 等

〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則
施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等
〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力
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目的（第１条）

（目的）
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会
を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健
やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護
が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と
してこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務
等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を
設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

これまで、こどもに関する各般の施策の充実に取り組んできましたが、少子化の
進行、人口減少に歯止めがかかっていません。また、児童虐待相談や不登校の件
数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は深刻で、コロナ禍がそうした
状況に拍車をかけています。

常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会
の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。

このため、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係
省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取組を講ずる
に当たっての共通の基盤となるものとして、こども施策の基本理念や基本となる
事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施
していくための包括的な基本法として、制定されました。
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基本理念（第３条）

（基本理念）
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、
差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保
護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に
係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神
にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての
事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その
最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責
任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとと
もに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保すること
により、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

１号から４号においては、「児童の権利に関する条約」のいわゆる４原則、「差
別の禁止」、「生命、生存及び発達に対する権利」、「児童の意見の尊重」、
「児童の最善の利益」の趣旨を踏まえ、規定されています。

上記に加え、こどもの養育を担う大人や社会環境に係る規定として、５号ではこ
どもの養育について、６号では子育てについて、それぞれ、定められています。 8
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こども大綱（第９条）

（こども施策に関する大綱）
第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こど
も大綱」という。）を定めなければならない。

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 こども施策に関する基本的な方針
二 こども施策に関する重要事項
三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するた

めの施策
二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標
及びその達成の期間を定めるものとする。

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
６・７ （略）

こども大綱は、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本
的な方針、重要事項を定めるものです。これまで別々に作られてきた「少子化社
会対策大綱」・「子供・若者育成支援推進大綱」・「子供の貧困対策に関する大
綱」が束ねられ、こども大綱に一元化されることになります。

こども大綱により、従来の３つの大綱が１つになることから、政府全体として、
統一性のある大綱の下で、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進め
ていくことになります。また、行政の事務負担の軽減を図ることにもなります。
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都道府県こども計画、市町村こども計画（第10条）

（都道府県こども計画等）
第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計
画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都
道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条
において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子
ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画
その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるも
のと一体のものとして作成することができる。

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど
も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その
他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一
体のものとして作成することができる。

都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市
町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成する
よう、それぞれ、努力義務が課せられています。
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17

都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく以下の都道府県
計画・市町村計画と一体のものとして作成することができます。
 子ども・若者育成支援推進法第９条に規定する、都道府県子ども・若者計画・市町村子ど

も・若者計画
 子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条に規定する、都道府県計画・市町村計画
 その他の法令の規定により地方公共団体が作成する計画であってこども施策に関する事項

を定めるものの例
次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計画
子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画

地方公共団体が、本条の規定を活用し、こども施策に関する事項を定める計画を一
体として策定した場合には、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺す
こと、住民にとって一層わかりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ること
などが期待できます。

こども家庭庁においては、今後、様々な情報提供・支援を通じて、地方公共団体に
おけるこども計画の策定を後押ししていきます。

都道府県こども計画、市町村こども計画（第10条）
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こども等の意見の反映（第11条）

（こども施策に対するこども等の意見の反映）
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、
当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるものとする。

国・地方公共団体において、こども施策を策定・実施・評価するに当たり、施策
の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるために
必要な措置を講ずることを定めています。

ここでいう「国」とは、行政府だけではなく、立法府や司法府も含まれるものと
解されます。

ここでいう「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特
別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定めるところにより置か
れる委員会（例：教育委員会）や、法律又は条例の定めるところにより置かれる
附属機関が含まれるものと解されます。

(参考) 令和４年５月24日参・内閣委 提案者答弁
こどもの視点に立った政策が具体的に展開されていくためにもこどもの意見をしっかりと反映することが必要であり、そのた

めには必要な措置を国や地方公共団体がそれぞれの立場で講じなければならないというふうにしたところであります。 18
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19

こども等の意見の反映（第11条）

児童の権利に関する条約第12条では、個々のこどもに直接影響を及ぼす司法上・
行政上の決定・措置に関する手続において当該こどもに対して意見を聴取する機
会が与えられることが定められています。この趣旨を踏まえ、本法第３条第３号
が規定されています。

一方、本法第11条は、「こどもに関する施策」と「一体的に講ずべき施策」から
なる「こども施策」、つまり、こどもの成長に対する支援等を主たる目的とする
施策に加え、教育施策、雇用施策、医療施策など幅広い施策に対し、施策の対象
となるこどもや子育て当事者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるこ
とを求めています。

こどもの意見を反映させるために必要な措置については、当該施策の目的等に
よって様々であると考えられますが、例えば、以下のような手法が想定されます。
 こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施。
 審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画の促進。
 こどもや若者にとって身近なＳＮＳを活用した意見聴取などこどもや若者から直接意見

を聴く仕組みや場づくり。

(参考)令和４年６月10日参・内閣委 提案者答弁
この意見の尊重を基本理念として掲げているだけではなくて、この基本施策として、11条におきまして、国、地方公共団体の

こども施策の立案、実施、評価におけるこどもの意見の反映のために必要な措置を講ずると、こういう規定もあるわけでござい
ます。こうした措置により、こどもの意見を聞くだけで終わらないようにという趣旨でございます。8



北広島市の子どもに関する主な計画の計画期間

平成 令和
27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

法第10条第5項
市町村子ども計画は、既存の各法令に基づく以下の計画と一体のものとして作成することができる。
○　子ども・若者育成支援推進法第9条に規定する市町村子ども・若者計画
○　子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に規定する市町村計画
○　その他法令の規定により地方公共団体が作成するこども施策に関する事項を定める計画
　例）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村計画
　　　子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援プラン）

北広島市子ども・子
育て支援プラン

北広島市子どもの権
利に関する推進計画

国こども
大綱策定
（秋ころ）
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国の計画と市の計画の関係について

子ども・子育て
基本指針

こども大綱
（子どもの貧困対策
大綱を包含）

次世代育成支援対策
行動計画策定指針

国

市子ども・子育て
支援プラン

（子ども・子育て
支援事業計画、子
どもの貧困対策計
画、次世代育成支
援対策行動計画を

包含）

市子どもの権利に関
する推進計画

市
（現状）

市
（今後）

市こども計画
（市町村こども計
画に子どもの権利
推進に関する事項
を記載、子ども・
子育て支援事業計
画、子どもの貧困
対策計画、次世代
育成支援対策行動
計画を包含）

New

子どもの権利に関する推
進委員会（独自）

子ども・子育て会議
（法定）

こども施策審議会
（法定部分あり）

継承
資料1-1



こども家庭庁関係説明会Ｑ＆Ａから（2022年 12月 2日現在版） 

 

Ｑ１ 

子ども基本法第１０条第５項では、市町村こども計画について、①子ども・若者計画、②子どもの貧

困対策の推進に関する法律第９条第２項に規定する市町村計画③その他法令の規定により市町村が

作成する計画と一体のものとして作成することができるとされていますが、 

【質問１】 子ども・子育て支援法に基づく、子ども・子育て支援総合計画は③に含まれるのでしょ

うか？ 

【質問２】 もし含まれるのであれば 子ども計画は、子ども・若者計画等よりも、子ども・子育て

支援総合計画と中身が重複するように感じていますが、その認識でよろしいでしょうか。 

 

Ａ１ 

【回答１】貴団体の子ども・子育て支援総合計画が子ども・子育て支援法第６１条に基づく子ども・

子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進法第８条に基づく次世代育成支援行動計画を内包

する計画との位置づけであることを前提にしますと、子ども・子育て支援総合計画も「その他法令

の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるもの」に含まれると

解されます。 

【回答２】こども大綱は、子ども・若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策大綱、少子化社会対策

大綱の内容を含むものとして策定されます。自治体こども計画は、このこども大綱を勘案して作成

するものです。こども施策に全体として統一的に横串を刺し、住民にとっても一層わかりやすいも

のであることが望ましいと考えます。 

 

Ｑ２ 

【質問１】次世代育成支援対策推進法に規定される「市町村行動計画」とこども基本法に規定され

る「市町村こども計画」の関係性についてご教授願いたい。 

【質問２】次世代育成支援対策推進法は令和６年度末を期限とする時限立法だが、再び延長される

見込みか。それともこども基本法に規定される「市町村こども計画」がその役割を担うため、延長さ

れない（もしくは延長されたとしても市町村こども計画策定の規定は削除される）見込みか。 

【質問３】こども基本法に規定される「市町村こども計画」を策定するにあたって、こども大綱以外

で策定指針のようなものは提供される見込みか。また、提供されるとしたらそれはいつ頃が見込ま

れるか。 

 

Ａ２ 

【回答１】市町村こども計画は、次世代育成支援対策推進法に規定される市町村行動計画と一体の

ものとして作成することが可能です。 

【回答２】次世代育成支援対策推進法の延長等については、現時点では未定です。 

【回答３】自治体こども計画については、今後とも情報報提供していく考えです。時期などは検討

中です。 

資料1-2



 

Ｑ３ 

こども計画について努力義務ではあるものの、国で想定している作成時期があるでしょうか。 

 

Ａ３ 

自治体こども計画は、こども大綱を勘案して策定することになっているため、こども大綱の策定（Ｒ

５秋頃を予定）以降に作られることを想定しています。 

 

Ｑ４ 

こども基本法では、各計画は、子ども・若者育成支援推進法や子どもの貧困対策の推進に関する法

律、子ども子育て支援法など、既存の各法令に基づく都道府県計画と一体のものとして作成するこ

とができると規定されています。一方、・１０月２６日に送付があった「こども家庭庁関係事務担当

者説明会Ｑ＆Ａ（こども基本法・こどもの意見聴取と政策への反映）」では以下のとおり回答されて

います。（ＱＡ１１）「したがって、国のこども大綱を勘案して作成されることとなる自治体こども

計画には、子ども・若者育成支援推進法に基づく都道府県子ども・若者計画や市町村子ども・若者計

画、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく都道府県計画や市町村計画がそれぞれ含まれる

ことになります。このため、子ども・若者計画や、子どもの貧困に関する自治体計画が単独で作成さ

れることは、法律上、想定されておりません。」上記に鑑みますと、こども基本法第１０条第４項の

既定の意味するところは、都道府県こども計画は、子ども若者支援計画や子どもの貧困対策の計画

など各々の計画のどれか一つと一体のものとして作成可という、「できる」既定としての解釈ではな

く、既存の計画全てをこども計画に一体化するという規定であるとの理解をするということでよい

のでしょうか。 

 

Ａ４ 

自治体こども計画は、第１０条第１・２項において、国が策定するこども大綱を勘案して定めるこ

ととされています。国のこども大綱は、第９条第３項において、・少子化対策基本法第７条第１項に

規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策・子ども・若者育成支援推進法第８条第

２項各号に掲げる事項・子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条第２項各号に掲げる事項を含

むものでなければならないとされており、したがって、こども大綱を勘案して作成する自治体こど

も計画にも、これらに相当する内容が含まれるものと解されます。その上で、同条第４・５項は、こ

ども施策に関連する計画（例：子ども・子育て支援法に基づく自治体子ども・子育て支援事業支援計

画）については、自治体こども計画と一体のものとして作成することができるということが規定さ

れているものです。 

 

Ｑ５ 

既存の計画全てとの一体的な作成を予定する場合に、各計画期間や市町における作成との調整が不

可欠であると考えます。 

 ・既存の自治体計画は、Ｒ６を終期としている状況が多いものと認識しています。（子どもの貧困
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対策計画や子ども・子育て支援事業支援計画など）そのため、Ｒ６の次期計画策定と合わせてのこ

ども計画策定ということが考えられます。 

・こども大綱をＲ５の秋頃に閣議決定を予定とのことですが、国として都道府県こども計画をいつ

までに策定することが望ましいと考えているのでしょうか。子どもに関する自治体計画の一体化を

図るのならば、法定計画である子ども・子育て支援事業支援計画との一体化は重要な論点であると

考えております。また、当該計画は、市町計画と関連を持った策定になっていることから、県及び市

町の動きとして、整合性の取れた一体化の調整が必要であると思います。国の動きに応じた県の動

き、更に市町の動きについて、どのようなスケジュールを予定することで、それぞれが十分に勘案

された作成となる予定であるか、教えていただけると助かります。 

 

Ａ５ 

自治体こども計画は、こども大綱を勘案して作成することになっているため、こども大綱の策定（Ｒ

５秋頃を予定）以降に作られることを想定しています。子ども・子育て支援事業計画などの他の計

画との関連を踏まえた具体的な策定スケジュールについては、地域の実情に応じて、各自治体でご

判断いただくものと考えています。 
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自治体こども計画策定支援事業

（１）自治体こども計画策定に向けた調査等

勘案

１．自治体こども計画について

２．事業の構成及び内容

（２）調査結果を踏まえた自治体こども計画の策定 （３）都道府県事務

こども大綱
子ども施策に関する基本的な方針・重要
事項、子ども施策推進に必要な事項のほ
か、①～③を含むもの

①少子化社会対策基本法第七条第一項
に規定する総合的かつ長期的な少子化
に対処するための施策

②子ども・若者育成支援推進法第八条
第二項各号に掲げる事項

③子どもの貧困対策の推進に関する法
律第八条第二項各号に掲げる事項

都道府県こども計画（努力義務）

市町村こども計画（努力義務）
勘案

国が定めるこども大綱を勘案した、
当該都道府県におけるこども施策
についての計画

こども大綱及び都道府県こども計画
が策定されている場合は当該計画を
勘案した、当該市町村におけるこど
も施策についての計画

子ども・若者育成支援推進法第九条

第一項・第二項に規定する都道府
県・市町村子ども・若者計画

子どもの貧困対策の推進に関する法
律第九条第一項・第二項に規定する
計画

その他法令の規定により地方公共
団体が作成する計画であって子ど
も施策に関する事項を定めるもの

【例】
・次世代育成支援対策推進法に基
づく都道府県・市町村行動計画

・子ども・子育て支援法に基づく
子ども・子育て支援事業計画

既存の各法令と
一体で作成可！

① こども・若者の意識調査、こどもや子育て当事
者等からの意見聴取等、地域住民の意向等を把握す
るための調査
② 子どもの貧困に係る調査、子ども・子育て支援
事業計画に関するニーズ調査等、個別の調査を複数

行い、全体としてこども大綱を勘案した内容となる
調査
③ (1)及び(2)の調査結果に基づき、課題の整理や
施策の方向性を検討するための分析及び支援ニーズ

に応えるため地域に現存する資源量の把握

① 自治体こども計画の策定に向けた検討会議
等の運営
② 計画案に対するこども又はこどもを養育す
る者その他関係者の意見を反映させる機会の
確保など
（例：対面やオンラインでの意見交換、パブ
リックコメント、検討会議等へのこどもや若
者の参画など）

市町村事業の取り
まとめ

統一的！
わかりやすさ！
事務負担の軽減！
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